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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択可能な複数のメニューアイコンを表示する表示装置と、前記複数のメニューアイコ
ンの中から所望のメニューアイコンを選択するための入力手段とを備え、前記所望のメニ
ューアイコンの選択に係る指標が前記複数のメニューアイコンに渡ってオートスキャンさ
れ、前記指標が前記所望のメニューアイコンに留まる停留時間内に、前記入力手段によっ
て前記所望のメニューアイコンが選択される携帯情報機器において、
　前記停留時間の残存時間を表示する残存時間表示手段を備え、
　前記残存時間表示手段が前記指標によって構成されることを特徴とする携帯情報機器。
【請求項２】
　前記停留時間は設定可能であり、
　前記指標は、各メニューアイコンを囲むように形成される、長さ可変の枠状カーソルで
あり、
　前記枠状カーソルの枠の長さによって前記残存時間が表示されることを特徴とする請求
項１に携帯情報機器。
【請求項３】
　前記停留時間は設定可能であり、
　前記指標は、各メニューアイコンを囲むように形成される、色可変の枠状カーソルであ
り、
　前記枠状カーソルの色の違いによって前記残存時間が表示されることを特徴とする請求
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項１に携帯情報機器。
【請求項４】
　画像を撮像するためのカメラと、
　前記カメラによって撮像された画像を用いて前記メニューアイコンを生成するアイコン
生成手段とをさらに備えることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の
携帯情報機器。
【請求項５】
　前記入力手段は複数の操作キーからなり、前記所望のメニューアイコンを選択するとき
、前記複数の操作キーの内のどの操作キーが押されても前記所望のメニューアイコンが選
択されることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の携帯情報機器。
【請求項６】
　前記入力手段の継続的な操作によって前記所望のメニューアイコンの選択が有効とされ
、
　前記継続的な操作の継続時間が設定可能であることを特徴とする請求項１～請求項５の
いずれか一項に記載の携帯情報機器。
【請求項７】
　前記オートスキャンは所定回実行されると停止され、前記入力手段の操作に基づいて前
記オートスキャンが再開されることを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記
載の携帯情報機器。
【請求項８】
　前記入力手段は複数の操作キーからなり、前記複数の操作キーの内のいずれかの操作キ
ーが押されることよって前記オートスキャンが再開されることを特徴とする請求項７に記
載の携帯情報機器。
【請求項９】
　携帯情報機器に内蔵されたコンピュータによって実行される制御プログラムであって、
　前記携帯情報機器は、選択可能な複数のメニューアイコンを表示する表示装置と、前記
複数のメニューアイコンの中から所望のメニューアイコンを選択するための入力手段とを
備え、
　前記コンピュータに、
　前記所望のアイコンの選択に係る指標を前記複数のメニューアイコンに渡ってオートス
キャンさせる手順、
　前記指標が前記所望のメニューアイコンに留まる停留時間内に、前記入力手段によって
前記所望のメニューアイコンが選択されるように、前記入力手段を制御する手順、
　前記指標によって前記停留時間の残存時間を表示させる手順
　を実行させるための制御プログラム。
【請求項１０】
　前記携帯情報機器は、画像を撮像するためのカメラをさらに備え、
　前記コンピュータに、
　前記入力手段の継続的な操作によって前記所望のメニューアイコンの選択を有効とし、
前記継続的な操作の継続時間を設定可能とする手順、
　前記カメラによって撮像された画像を用いて前記メニューアイコンを生成する手順、
　前記オートスキャンを所定回実行させると停止させ、前記入力手段の操作に基づいて前
記オートスキャンを再開させる手順
　をさらに実行させるための請求項９に記載の制御プログラム。
【請求項１１】
　携帯情報機器に内蔵されたコンピュータによって実行される制御プログラムを記録した
コンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
　前記携帯情報機器は、選択可能な複数のメニューアイコンを表示する表示装置と、前記
複数のメニューアイコンの中から所望のメニューアイコンを選択するための入力手段とを
備え、
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　前記コンピュータに、
　前記所望のアイコンの選択に係る指標を前記複数のメニューアイコンに渡ってオートス
キャンさせる手順、
　前記指標が前記所望のメニューアイコンに留まる停留時間内に、前記入力手段によって
前記所望のメニューアイコンが選択されるように、前記入力手段を制御する手順、
　前記指標によって前記停留時間の残存時間を表示させる手順
　を実行させるための制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１２】
　前記携帯情報機器は、画像を撮像するためのカメラをさらに備え、
　前記コンピュータに、
　前記入力手段の継続的な操作によって前記所望のメニューアイコンの選択を有効とし、
前記継続的な操作の継続時間を設定可能とする手順、
　前記カメラによって撮像された画像を用いて前記メニューアイコンを生成する手順、
　前記オートスキャンを所定回実行させると停止させ、前記入力手段の操作に基づいて前
記オートスキャンを再開させる手順
　をさらに実行させるための制御プログラムを記録した、請求項１１に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯情報機器およびその制御プログラムに関し、詳しくは、携帯情報機器の
表示部に表示されるメニューの選択方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯情報機器、例えば携帯電話の表示部に表示される複数のメニューアイコンの中から
ユーザが所望するメニューアイコンを選択する方法は、例えば特許文献１に記載されてい
る。特許文献１の携帯電話においては、ジョイスティックキーを用いてフォーカス（カー
ソル）を表示部内部で上下左右に移動させて、３行×４列（１２個）のメニューアイコン
の中から所望のメニューアイコンを選択する方法が示されている。
【０００３】
　また近年、カーソルが携帯電話の表示部に表示される複数のメニューアイコンの上を順
次、自動で移動し、選択したいアイコンの上にカーソルがあるときに表示部のどの部分を
押しても選択可能なオートスキャン機能を備えた携帯電話も知られている。
【特許文献１】特開２００２－２６１９１８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年の、携帯電話等の携帯情報機器の利便性や広範な普及に伴って、高齢者
や身体上の障害を抱える障害者（以下、「障害者等」という）による携帯情報機器の利用
も増加している。しかしながら、携帯電話の操作キーは一般にコンパクトに形成されてい
るため、障害者等にとって、上記ジョイスティックキー等の操作によるメニューアイコン
の選択は容易なものとはいえない。
【０００５】
　また、上記オートスキャン機能を備えた携帯電話にあっても、例えば不随意運動を有す
る障害者にとっては、メニューアイコンの選択を適切なタイミングで確実に行うことは必
ずしも容易とはいえない。
【０００６】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、メニューアイコンの選
択を、容易に、タイミングよく確実に行うことのできる携帯情報機器、その制御プログラ
ム及び制御プログラムの記録媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記課題を解決するために、第１の発明は、選択可能な複数のメニューアイコンを表示
する表示装置と、前記複数のメニューアイコンの中から所望のメニューアイコンを選択す
るための入力手段とを備え、前記所望のメニューアイコンの選択に係る指標が前記複数の
メニューアイコンに渡ってオートスキャンされ、前記指標が前記所望のメニューアイコン
に留まる停留時間内に、前記入力手段によって前記所望のメニューアイコンが選択される
携帯情報機器において、前記停留時間の残存時間を表示する残存時間表示手段を備え、前
記残存時間表示手段が前記指標によって構成されることを特徴とする。
【０００８】
　この構成では、入力手段によって所望のメニューアイコンを選択する場合に、指標によ
ってその選択に係る残存時間が表示される。そのため、残存時間を視認することができ、
利用者が、障害者等であっても、メニューアイコンの選択を、容易に、タイミングよく確
実に行うことができる。
　第２の発明は、第１の発明の携帯情報機器において、前記停留時間は設定可能であり、
前記指標は、各メニューアイコンを囲むように形成される、長さ可変の枠状カーソルであ
り、前記枠状カーソルの枠の長さによって前記残存時間が表示されることを特徴とする。
【０００９】
　この構成では、選択の残存時間が、枠状カーソルの枠の長さとして表示される。そのた
め、その枠の長さを視認することによって、利用者は、所望のメニューアイコンを、容易
に、タイミングよく選択することができる。
【００１０】
　第３の発明は、第１の発明の携帯情報機器において、前記停留時間は設定可能であり、
前記指標は、各メニューアイコンを囲むように形成される、色可変の枠状カーソルであり
、前記枠状カーソルの色の違いによって前記残存時間が表示されることを特徴とする。
【００１１】
　この構成では、選択の残存時間が、枠状カーソルの色の違いによって表示される。その
ため、アイコンの色を視認することによって、利用者は、所望のメニューアイコンを、容
易に、タイミングよく選択することができる。
【００１２】
　第４の発明は、第１～第３のいずれかの発明の携帯情報機器において、画像を撮像する
ためのカメラと、前記カメラによって撮像された画像を用いて前記メニューアイコンを生
成するアイコン生成手段とをさらに備えることを特徴とする。
【００１３】
　この構成では、携帯情報機器のカメラによって撮影した所望の画像を、メニューアイコ
ンに追加することができる。
【００１４】
　第５の発明は、第１～第４のいずれかの発明の携帯情報機器において、前記入力手段は
複数の操作キーからなり、前記所望のメニューアイコンを選択するとき、前記複数の操作
キーの内のどの操作キーが押されても前記所望のメニューアイコンが選択されることを特
徴とする。　
　この構成では、所望のメニューアイコンの選択動作が容易となる。
【００１５】
　第６の発明は、第１～第５のいずれかの発明の携帯情報機器において、前記入力手段の
継続的な操作によって前記所望のメニューアイコンの選択が有効とされ、　前記継続的な
操作の継続時間が設定可能であることを特徴とする。
【００１６】
　この構成では、入力手段が所定時間、継続して操作されないと、メニューアイコンの選
択が有効とされない。そのため、不随意運動に伴う記入力手段の２度押し等による不都合
が防止される。そのため、例えば、不随意運動や失調症状を有する利用者によっても確実
な記入力手段の操作が行える。
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【００１７】
　第７の発明は、第１～第６のいずれかの発明の携帯情報機器において、前記オートスキ
ャンは所定回実行されると停止され、前記入力手段の操作に基づいて前記オートスキャン
が再開されることを特徴とする。　
　この構成では、オートスキャンを必要に応じて、所望回数、実行させることができる。
【００１８】
　第８の発明は、第７の発明の携帯情報機器において、前記入力手段は複数の操作キーか
らなり、前記複数の操作キーの内のいずれかの操作キーが押されることよって前記オート
スキャンが再開される。　
　この構成では、オートスキャンの再開動作が容易となる。
【００１９】
　第９の発明は、携帯情報機器に内蔵されたコンピュータによって実行される制御プログ
ラムであって、前記携帯情報機器は、選択可能な複数のメニューアイコンを表示する表示
装置と、前記複数のメニューアイコンの中から所望のメニューアイコンを選択するための
入力手段とを備え、前記コンピュータに、前記所望のアイコンの選択に係る指標を前記複
数のメニューアイコンに渡ってオートスキャンさせる手順、前記指標が前記所望のメニュ
ーアイコンに留まる停留時間内に、前記入力手段によって前記所望のメニューアイコンが
選択されるように、前記入力手段を制御する手順、前記指標によって前記停留時間の残存
時間を表示させる手順を実行させることを特徴とする。
【００２０】
　この構成では、制御プログラムを携帯情報機器に内蔵されたコンピュータに実行させる
ことによって、第１の発明と同様の効果を得ることができる。
【００２１】
　第１０の発明は、第９の発明の制御プログラムにおいて、前記携帯情報機器は、画像を
撮像するためのカメラをさらに備え、前記コンピュータを前記入力手段の継続的な操作に
よって前記所望のメニューアイコンの選択を有効とし、前記継続的な操作の継続時間を設
定可能とする手順、前記カメラによって撮像された画像を用いて前記メニューアイコンを
生成する手順、前記オートスキャンを所定回実行させると停止させ、前記入力手段の操作
に基づいて前記オートスキャンを再開させる手順をさらに実行させることを特徴とする。
【００２２】
　この構成では、制御プログラムを携帯情報機器に内蔵されたコンピュータに実行させる
ことによって、第４、６及び７の発明と同様の効果を有する。
【００２３】
　第１１の発明は、携帯情報機器に内蔵されたコンピュータによって実行される制御プロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記携帯情報機器は、
選択可能な複数のメニューアイコンを表示する表示装置と、前記複数のメニューアイコン
の中から所望のメニューアイコンを選択するための入力手段とを備え、前記コンピュータ
に、前記所望のアイコンの選択に係る指標を前記複数のメニューアイコンに渡ってオート
スキャンさせる手順、前記指標が前記所望のメニューアイコンに留まる停留時間内に、前
記入力手段によって前記所望のメニューアイコンが選択されるように、前記入力手段を制
御する手順、前記指標によって前記停留時間の残存時間を表示させる手順を実行させるた
めの制御プログラムを記録したことを特徴とする。

【００２４】
　この構成では、制御プログラムを携帯情報機器に提供して、内蔵されたコンピュータに
実行させることによって、第１の発明と同様の効果を得ることができる。
【００２５】
　第１２の発明は、第１１の発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、前記
携帯情報機器は、画像を撮像するためのカメラをさらに備え、前記コンピュータに、前記
入力手段の継続的な操作によって前記所望のメニューアイコンの選択を有効とし、前記継
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続的な操作の継続時間を設定可能とする手順、前記カメラによって撮像された画像を用い
て前記メニューアイコンを生成する手順、前記オートスキャンを所定回実行させると停止
させ、前記入力手段の操作に基づいて前記オートスキャンを再開させる手順をさらに実行
させるための制御プログラムを記録したことを特徴とする。
【００２６】
　この構成では、制御プログラムを携帯情報機器に提供して、内蔵されたコンピュータに
実行させることによって、第４、６及び７の発明と同様の効果を有する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、携帯情報機器において、メニューアイコンの選択を、容易に、タイミ
ングよく確実に行うことのできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１に係る携帯情報機器を図１ないし図６を参照して説明する。ここで
は、その携帯情報機器の例として携帯電話が示される。なお、本実施形態１において、「
（メニュー）アイコン」と「ボタン」とは同一の意味に使用される。
【００２９】
　図１は、実施形態１に係る携帯電話１００の概略的な構成図である。図１に示されるよ
うに、携帯電話１００は、大きくは、ＣＰＵ（本発明における「コンピュータ」に相当す
る）１０、操作キー部２０、液晶ディスプレイ（表示装置）３０、音源回路４０、カメラ
５０等を備える。さらに、無線通信を行うための無線回路６０及びアンテナ６１、外部の
赤外通信機器と赤外通信を行うための赤外通信部７０、及び外部装置、例えば外部メモリ
とデータ交換を行うための外部コネクタ８０等を備える。また、携帯情報機器１００内に
おいて、ＣＰＵ１０にはメモリ１１及びタイマ１２が接続され、音源回路４０にはスピー
カ４１及びマイク４２が接続され、無線回路６０にはアンテナ６１が接続されている。
【００３０】
　メモリ１１にはＣＰＵ１０に所定の制御動作をさせるための各種の処理プログラム及び
画像データ等が格納されている。携帯電話１００の電源（図示せず）がオンされるととも
に、ＣＰＵ１０は、各プログラムにしたがって各部位の動作を制御する。
【００３１】
　操作キー部２０は、例えば、２個のファンクションキー（２１、２２）、カーソルキー
２３、カーソルキー２３の中心部に配置されたセンターキー２４、通話キー２５、クリア
キー２６、通話切断キー２７、及び４行３列に配置された通常のダイヤルキー２８を含む
。
【００３２】
　液晶ディスプレイ３０は、タッチパネル入力機能と画面表示出力機能とを有する。液晶
ディスプレイ３０の画面表示出力機能において、通常の画面表示に加えて、本実施形態に
おいては、図２の上図（ａ）に示すように、音声メッセージ出力のための、例えば９個の
場面アイコンを示す場面画面３２が液晶ディスプレイ３０に表示される。なお、各場面ア
イコンには「１」～「９」までのボタン番号も表示される。
【００３３】
　利用者の操作によって任意の場面アイコン、例えばボタン番号３の「日常会話」が選択
されると、液晶ディスプレイ３０には、図２の下図（ｂ）に示すように、その選択された
場面アイコンに対応して登録されている９個のメッセージアイコンを示すメッセージ画面
３３が階層画面として表示される。なお、各メッセージアイコンにも、「１」～「９」ま
でのボタン番号が表示される。
【００３４】
　そして、この９個のメッセージアイコンの中から発声させたいメッセージアイコンが選
択されると、選択されたメッセージアイコンに対応して登録されている音声メッセージが
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、音源回路４０によって再生され、スピーカ４１から外部に出力される。例えば、図２の
下図（ｂ）においては、メッセージアイコン「とって」が選択された場合が示されたおり
、この場合、例えば、「１」から「９」までの何れかのダイヤルキーが押下されても、ス
ピーカ４１によって「とって」と外部に発声することができる。なお、ここでは、図２の
下図（ｂ）のボタン番号９の「ばめん」アイコンが選択されると、メッセージ画面３３か
ら図２の上図（ａ）の場面画面３２に戻ることができる例が示される。
【００３５】
　また、本実施形態１において、場面画面３２における場面アイコン及びメッセージ画面
３３におけるメッセージアイコンを選択して所望のメッセージを発声させるための選択入
力の方法として、以下の１）直接入力、２）ステップ入力、及び３）オートスキャン入力
が可能である。
【００３６】
　１）直接入力：　液晶ディスプレイ３０上の９個のアイコンに、それぞれ数字「１」か
ら「９」までのダイヤルキー２８を対応させて、所望のアイコンに対応した数字のダイヤ
ルキー２８を押すことによって所望のメッセージを発声させることができる。
【００３７】
　２）ステップ入力：　カーソルキー２３を用いて液晶ディスプレイ３０上の枠状カーソ
ル３１を上下左右に移動して所望のアイコン上に移動し、センターキー２３を押すことに
よって、所望のメッセージを発声させることができる。
【００３８】
　３）オートスキャン入力：　携帯電話１００の任意のキーを押すことによって、あるい
は液晶ディスプレイ３０がタッチパネル入力モードにあるときに液晶ディスプレイ３０の
タッチパネルを押すことによって、場面画面３２あるいはメッセージ画面３３において、
カーソル３１のオートスキャン動作を開始させることができる。そして、カーソル３１が
選択したいアイコン上に存在するときに任意のキーを押すことによって、所望のメッセー
ジを発声させることができる。
【００３９】
　また、オートスキャンは、所定回数実行されると停止され、必要に応じて、ダイヤルキ
ー２８等の入力手段の操作に基づいてオートスキャンが再開される。そのとき、例えば、
ダイヤルキー２８の内のいずれかのキーが押されることよってオートスキャンが再開され
る。
【００４０】
　次に、本実施形態１の携帯電話１００に備わった、特徴的な機能について説明する。
【００４１】
　１）オートスキャン入力モードにおけるカーソル残存時間表示機能
　まず、最初に、図３のフローチャートを参照して、カーソル３１（本発明による「指標
」であり「残存時間表示手段」に相当する）によって、所望のメニューアイコン（ボタン
）のスキャン時間ｔの残存時間ｔｒを表示させるための処理例を説明する。この処理は、
メモリ１１に格納された、処理プログラムにしたがって、ＣＰＵ１０によって実行される
。ここで、スキャン時間ｔは、１つボタンにカーソル３１が留まる停留時間である。また
、この処理プログラムは、メモリ１１に最初から常駐されるものであってもよい。または
、この処理プログラムが、例えば携帯電話１００から起動可能な外部メモリ（例えば、ミ
ニＳＤ（ｓｅｃｕｒｅ　ｄｉｇｉｔａｌ）カード等）、あるいはパーソナルコンピュータ
から携帯電話１００へインストール可能なＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶され、それら
記憶媒体から供給されるものであってもよい。
【００４２】
　さて、図３のステップＳ１０１で、ＣＰＵ１０は、まず、現在、スキャンモードかどう
か判定する。現在、スキャンモードでない場合、ステップＳ１１３に移行する。現在、ス
キャンモードである場合、ステップＳ１０２においてスキャン動作が動作中であるかどう
か判定する。スキャン動作が動作中でない場合は、ステップＳ１１３に移行する。スキャ
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ン動作が動作中である場合は、ステップＳ１０３において、ＣＰＵ１０は、スキャン用タ
イマにセットされた時刻からスキャン時間τｓが経過したかどうか判定する。
【００４３】
　スキャン時間ｔが経過していない場合には、ステップＳ１０４においてボタン枠の太枠
（カーソル３１）の全周の長さＬ、スキャン時間ｔ、及び現在のボタンが選択されてから
の経過時間Δｔから、太枠の消去長さＬ１を演算する。次いで、ステップＳ１０５におい
て、ステップＳ３０４の演算結果にしたがって、太枠を消去して、ステップＳ１１３に移
行する。
【００４４】
　ここで、太枠の消去長さＬ１は、Ｌ１＝（Ｌ／ｔ）×Δｔ　で算出される。また、この
とき、スキャン時間ｔの残存時間ｔｒは、ｔｒ＝ｔ－Δｔ＝（Ｌ－Ｌ１）／（Ｌ／ｔ）と
なる。この残存時間ｔｒが、ボタン枠の太枠の残された長さとして表示される。そのため
、利用者は、ボタン枠の太枠が残っている間に、ダイヤルキー２８のうちの、例えば、「
１」から「９」までの何れかのダイヤルキー２８を押下すれば、所望のボタン（メニュー
アイコン）を選択することができる。なお、スキャン時間ｔは、ここでは、例えば、１．
０秒から５．０秒までの時間において、０．５秒毎に設定可能である。なお、このスキャ
ン時間ｔの長さの設定態様は任意である。
【００４５】
　スキャン時間ｔの設定は、例えば、スキャン時間ｔ設定モードにおいて、所望のスキャ
ン時間ｔが選択されると、ＣＰＵ１０がそのスキャン時間ｔをタイマ１２に設定すること
によって行われる。
【００４６】
　一方、ステップＳ１０３において、スキャン時間ｔが経過した場合には、ステップＳ１
０６において、次の選択ボタンにカーソル３１を移動させる。次いで、ステップＳ１０７
において、選択ボタンが９番目以上のボタンであるかどうか判定する。選択ボタンが９番
目以上のボタンでない場合には、ステップＳ１０９に移行する。一方、選択ボタンが９番
目以上のボタンである場合には、ステップＳ１０８において、１番目のボタンに選択ボタ
ンを移動する。すなわち、カーソル３１を１番目のボタンに戻す。
【００４７】
　次いで、ステップＳ１０９において、スキャン周回数が４回目かどうか判定する。スキ
ャン周回数が４回目でない場合は、ステップＳ１１２において、スキャン用タイマカウン
タに現在時間を記憶し、ステップＳ１１３に移行する。一方、スキャン周回数が４回目で
ある場合には、ステップＳ１１０においてスキャン周回数をクリアし、ステップＳ１１１
においてスキャンを停止する。すなわち、ここでは、表示された全てのボタンが３回、オ
ートスキャンされるとオートスキャン動作が停止される。なお、図示しないが、ＣＰＵ１
０は、引き続いて、ダイヤルキー２８等の入力手段の操作に基づいてオートスキャン動作
を再開させることができる。そのとき、例えば、ダイヤルキー２８の内のいずれかのキー
が押されることよってオートスキャン動作が再開される。
【００４８】
　次いで、ステップＳ１１３において、全ての割込みが停止しているかどうか判定する。
全ての割込みが停止していない場合、タイマ割込みを待機する。一方、全ての割込みが停
止している場合には、ステップＳ１１４において、割込みタイマをストップさせ、待機す
る。
【００４９】
　なお、上記説明した本発明の、スキャン入力モードにおけるカーソル残存時間表示及び
カーソル移動の態様の概要を図４に示す。今、図４の左上の図（ａ）においては、場面画
面３２のうちの番号１の場面アイコン（ボタン）「自己紹介」が選択され、カーソル３１
の全枠が示されている。次いで時間経過とともに、カーソル３１の枠の長さが減少し（図
（ｂ）及び図（ｃ）参照）、カーソル３１の枠がなくなると、図（ｄ）に示されるように
、カーソル３１が番号２の場面アイコン「かいもの」に移動し、カーソル３１の枠が時間
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経過とともに減少する。以下、同様にして、番号９の場面アイコン「病院」まで、枠状の
カーソル３１が移動し、実施形態１では、このカーソル３１のスキャン周回が３回繰り替
えされる。なお、このスキャン周回数は任意であり、設定可能である。
【００５０】
　このように、本実施形態１においては、各ボタン選択の残存時間ｔｒが、ボタン枠の太
枠の残された長さとして表示され、その残存時間ｔｒを視認することができる。そして、
利用者は、ボタン枠の太枠が残っている間に、ダイヤルキー２８のうちの、「１」から「
９」までの何れかの数字キーを押下することによって、所望のボタン（メニューアイコン
）を選択することができる。そのため、利用者が、障害者等であっても、メニューアイコ
ンの選択を、容易に、タイミングよく確実に行うことができる。
【００５１】
　２）カメラ撮像画像による画面表示アイコンの登録機能
　次に、実施形態１の携帯電話１００の画面表示アイコンの登録機能について説明する。
【００５２】
　場面アイコン及びメッセージアイコンの画面表示アイコンは、上記図２に示すようなテ
キスト表示以外に、文字の理解が困難な利用者にも対応するために、携帯電話１００内の
メモリ１１、あるいはミニＳＤカード等の外部メモリに保存された画像、シンボル等も表
示できる。さらに、携帯電話１００のカメラ５０によって撮影された画像も画面表示アイ
コンとして表示可能である。
【００５３】
　以下、図５及び図６のフローチャートを参照して、携帯電話１００のカメラ５０によっ
て撮影された画像を画面表示アイコンとして登録し、ボタンに貼付ける処理の例を説明す
る。この処理も、メモリ１１に格納された、処理プログラムにしたがって、ＣＰＵ（本発
明における「アイコン生成手段」に相当する）１０によって実行される。
【００５４】
　また、この画像処理プログラムは、メモリ１１に最初から常駐されるものであってもよ
い。または、この画像処理プログラムが、例えば携帯電話１００から起動可能な外部メモ
リ（例えば、ミニＳＤカード等）、あるいはパーソナルコンピュータから携帯電話１００
へインストール可能なＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体（記録媒体）に記憶され、それら記憶媒
体から供給されるものであってもよい。
【００５５】
　この画像処理プログラムは、例えば、ボタン編集モードにおける「画像登録」キーが選
択された場合に開始される。
【００５６】
　図５のステップＳ２０１において、ＣＰＵ１０は、まず、現在、カメラ５０からの登録
モードであるかどうか判定する。カメラ５０からの登録モードでない場合、例えば、本体
メモリ１１からの登録モード処理に移行する。一方、カメラ５０からの登録モードである
場合、ステップＳ２０２において、貼付けるボタンのアドレスを演算する。
【００５７】
　次いで、ステップＳ２０３において利用者に撮影を促し、撮影が終了すると、ステップ
Ｓ２０４において、カメラ５０からデータを取得する。続いて、ステップＳ２０５におい
て取得したデータを画像に変換し、ステップＳ２０６において画像ＩＤを取得する。次い
で、ステップＳ２０７において画像ＩＤをボタン毎の画像格納用バッファにセットし、ス
テップＳ２０８において本体メモリ１１のスクラッチパッドに画像ＩＤを保存する。
【００５８】
　続いて、ステップＳ２０９においてボタン毎の文字／画像識別用フラグをオンにし、ス
テップＳ２１０において、本体メモリ１１のスクラッチパッドにその識別用フラグを保存
する。次に、ステップＳ２１１において未完了タイマが有るが動かチェックし、未完了タ
イマが有る場合は、ステップＳ２１３において、タイマをスタートさせる。一方、未完了
タイマが無い場合には、ステップＳ２１２において、メニュー画面に移行する。そして、
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メニュー画面を閉じて以前の表示画面に戻る閉キー（例えば、Ｆ２キー）の押下を待つ。
【００５９】
　ついで、閉キーが押下されると、図６のステップＳ３０１において、ＣＰＵ１０は、ま
ず、表示画面が場面画面かどうか判定する。表示画面が場面画面でない場合、ステップＳ
３０２において、画面を例えば白色にクリアし、ステップＳ３０４に移行する。一方、メ
ニュー画面が場面画面である場合には、ステップＳ３０３において、画面を例えば黄色に
クリアする。
【００６０】
　次に、ステップＳ３０４において、画面にボタン枠を描画させ、続いてステップＳ３０
５において、選択枠（太枠）を描画させる。次いて、文字／画像識別用フラグがいずれを
示すかを判定し、フラグが文字を示す場合、ステップＳ３０７において文字を表示させる
。一方、フラグが画像を示す場合、ステップＳ３０８において画像ＩＤから画像を取得す
る。
【００６１】
　次いで、ステップＳ３０９において、画像寸法から縦横比を演算し、画像を加工し、ス
テップＳ３１０において、画像がボタン表示内に収まるように、画像を再加工する。次に
、ステップＳ３１１において、ボタンに画像を貼付ける。続いて、ステップＳ３１２にお
いてボタン番号を表示させ、待機する。
【００６２】
　３）キー操作遅延機能
　実施形態１の携帯電話１００は、不随意運動や失調症状を有する利用者によっても確実
なキー操作が行えるように、キー操作遅延機能を有する。キー操作遅延機能とは、不随意
運動に伴うキーの２度押し等による不都合を防止するために、キーが長押しされないと、
すなわちキーが所定時間（継続時間）、継続して押下されていないとキー入力が確定され
ない機能である。所定時間としては、例えば、０．５秒から５．０秒までの時間において
、０．５秒毎に設定可能である。なお、この所定時間の長さの設定態様は任意である。ま
た、このキー操作遅延機能は、携帯電話１００の全てのキー操作に設定されてもよいし、
特定のキー操作のみに設定されてもよい。
【００６３】
　遅延時間（継続時間）の設定は、例えば、キー操作遅延時間設定モードにおいて、所望
の遅延時間が選択されると、ＣＰＵ１０がその遅延時間をタイマ１２に設定することによ
って行われる。その設定にしたがって、キーが押下される毎に、キー操作遅延機能が実行
される。なお、このまた、キー操作遅延機能は、タッチパネルのタッチ操作にも適用でき
る。
【００６４】
　また、その他の機能として、実施形態１の携帯電話１００は、音声メッセージの登録機
能を備える。発声させる音声メッセージは、録音音声の再生、あるいはキー入力によるテ
キスト読み上げの再生によって可能である。また、その音声メッセージのデータは、携帯
電話１００内のメモリ１１、あるいはミニＳＤカード等の外部メモリに保存可能である。
音声メッセージは、携帯電話１００の通話用マイク４２からの録音、あるいは音声テキス
ト登録モード（五十音文字入力画面を用いた）から登録可能である。なお、発声させる音
声メッセージの音声ファイルをグループ化しておき、グループ毎に音声ファイルを交換し
て、外国語、方言等に発声にも利用できる。
【００６５】
　さらに、視認性を向上させるために、アイコンの色、選択されたアイコンの色の反転機
能も任意設定可能である。
【００６６】
　上記したように、本実施形態１の携帯電話１００においては、メニューアイコンの選択
を、容易に、タイミングよく確実に行うことのできる。そのため、本実施形態１の携帯電
話１００を日常生活における対人コミュニケ－ション場面で、会話補助装置として利用可
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能とすることで、従来、携帯電話を利用していなかった障害者等であっても、様々なネッ
トワークサービス利用への可能性を見出すことができる。
【００６７】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６８】
　（１）上記実施形態では、残存時間表示手段としては、ボタンを囲む長さ可変の枠状カ
ーソル３１とする例を示したが、これに限定されない。例えば、残存時間表示手段として
、カーソルとは別個に液晶ディスプレイ３０の所定の場所に表示されるバー表示であって
もよい。この場合、バー表示のバーの長さに応じて各ボタンの選択時間の残存時間を表示
することができる。
【００６９】
　また、残存時間表示手段としては、ボタンを囲む長が不変で、その色が残存時間に応じ
て可変である枠状カーソルを使用してもよい。この場合、例えば、残存時間に応じてカー
ソルの色を、緑、黄色、赤の順に変えて残存時間を表示することができる。さらには、ボ
タンを囲む長さ及びボタンの色が残存時間に応じて可変である枠状カーソルを使用しても
よい。
【００７０】
　なお、これらの場合において、選択の指標としても、枠状のカーソルに限定されない。
選択の指標として、例えば、楕円、星状等、他の形状のカーソルであってもよい。また、
これらの場合において、残存時間に応じて、カーソルの表示形態を変えるようにしてもよ
い。例えば、残存時間が少なくなった場合、残存時間に応じて点滅間隔を可変してカーソ
ルを点滅させて選択を促すようにしてもよい。
【００７１】
　また、選択の指標として、例えば、選択されたボタンを非選択のボタンと反転表示する
こととしてもよいし、あるいは、選択されたボタンをハイライト表示することとしてもよ
いし、あるいは、選択されたボタンの色を非選択のボタンの色と異なる色することとして
もよい。
【００７２】
　（２）上記実施形態では、オートスキャンの開始、再開、及び所望のボタン（メニュー
アイコン）の選択等を行うための入力手段として、「１」から「９」までの何れかのダイ
ヤルキーを使用する例を示したがこれに限定されない。例えば、ボタン選択のため入力手
段として、さらに「＊」キー、「０」キー、及び「＃」キーのダイヤルキーが追加されて
もよいし、他のキーが追加されてもよい。さらに、タッチパネルが押下されてもボタン選
択が可能としてもよい。
【００７３】
　（３）上記実施形態では、また、場面画面３２の階層画面としてメッセージ画面３３が
画面表示される例を示したが、これに限定されず、階層画面の階層数は任意である。例え
ば、メッセージ画面３３の任意のアイコンを選択すると、階層画面としてさらなるメッセ
ージ画面が表示されるようにしてもよい。
【００７４】
　（４）上記実施形態では、場面画面３２及びメッセージ画面３３として９個のアイコン
を表示する例を示したが、各画面に表示するアイコン数はこれに限定されない。例えば、
各画面に表示するアイコン数は６個であってもよいし、１２個であってもよい。
【００７５】
　（５）上記実施形態では、本発明を、１個の表示部と操作キー部とを有する携帯電話に
適用する例を示したがこれに限定されない。例えば、操作キー部としてタッチパネル機能
を有する表示部を備えた、２個の表示部を有する携帯電話にも本発明を適用することがで
きる。
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【００７６】
　（６）上記実施形態では、本発明を、携帯情報機器として携帯電話に適用する例を示し
たがこれに限定されない。本発明は、携帯情報機器として、例えば、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ：個人向け携帯情報端末）等にも適用でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係る携帯電話の概略的な構成図
【図２】図１の携帯電話の場面画面及びメーセージ画面の説明図
【図３】本発明におけるスキャン動作処理を例示するフローチャート
【図４】本発明におけるボタン選択の残存時間表示態様の説明図
【図５】本発明における画像取得処理を例示するフローチャート
【図６】本発明における画像登録処理を例示するフローチャート
【符号の説明】
【００７８】
１０…ＣＰＵ
１１…メモリ
２０…操作キー部
２８…ダイヤルキー（入力手段）
３０…液晶ディスプレイ（表示装置）
３１…枠状カーソル（指標、残存時間表示手段）
３２…場面画面
３３…メッセージ画面
５０…カメラ
１００…携帯電話
【図１】 【図２】
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